救急車積載資器材の不備による現場到着時間の遅延について

１　日時・出動場所
　　日　　時　令和７年１１月１３日（木）８時３５分覚知
　　出動場所　木津川市内
　　
２　傷病者
　　９０歳代　男性　　救急種別　急病

３　内容
令和７年１１月１３日（木）８時３０分の始業点検時に、加茂出張所救急車に積載している半自動式除細動器を前事案の現場に置き忘れていることが判明しました。
そのため、同日８時３５分覚知の救急事案に当該救急車が出動できず、別の救急車が出動し、現場到着に約７分の遅延する事案が発生しました。
なお、搬送先医療機関の担当医師に確認したところ、この遅延による傷病者への影響はないとのことでした。

４　再発防止策
　　消防長および署長から職員に対し、装備品の点検・確認を徹底し、再発防止に一層努めるよう指導します。
